
 民 法 

（ 100 点）  

 

第１ 問  

 

 高 齢 の Ｘは 、 認 知 症の 症 状 が進 行 し 、 物忘 れ が ひど く 、 奇 行が 目 立つ

よ う に な って き た 。 この こ と を知 っ た Ｙ は、 Ｘ が 所有 す る 時 価１ 億 円の

甲 土 地 を だま し 取 っ てや ろ う とく わ だ て 、Ｘ に対 し、「 甲 土 地 は不 便 な土

地 だ か ら 他人 に 売 れ ない 」、「 甲 土 地の 時 価は せ い ぜい 2000 万円 だ 」な ど

と 虚 偽 の 事実 を 並 べ たて 、「代 金 2000 万 円を も ら えれ ば 、 そ れで 老 人ホ

ー ム に 入 れる 」と言 葉巧 み に もち か け て 、 2021 年 ３ 月 １日 に 、甲 土 地を

2000 万円 で Ｙ に売 却す る 旨 の契 約 （ 以 下「 本 件 契約 」 と い う） を さ せ、

代 金 2000 万 円 の 支 払と 引 換 えに 甲 土 地 の引 渡 し を受 け 、 Ｘ から Ｙ に甲

土 地 の 所 有権 移 転 登 記 が 経 由 され た 。  

 そ の 後 、同 年 ８ 月 ２ 日 に 、 Ｘに つ い て 、Ｘ の 子 Ａを 成 年 後 見人 と する

後 見 開 始 の審 判 が 確 定し 、 本 件契 約 が さ れた こ と を知 っ た Ａ は、 甲 土地

の 返 還 を 求め よ う と した 。 こ の場 合 に つ いて 、 以 下の ２ つ の 問い に 答え

な さ い 。 なお 、 ２ つ の問 い は 独立 し た も のと す る 。  

 

問１  2021 年 ９ 月 １日 に 、Ａ が 、Ｘ を 代理 し て Ｙに 対 し 甲 土地 の 返 還を

求 め た と ころ 、 す で に同 年 ７ 月１ 日 に 、 Ｙが 、 甲 土地 を １ 億 円で Ｚ に転

売 し 、 代 金の 支 払 と 引換 え に 甲土 地 を Ｚ に引 き 渡 し、 Ｙ か ら Ｚへ の 所有

権移 転 登 記も 経 由 さ れて い た こと が 判 明 した 。 こ の場 合 に 、 Ａは 、 Ｘを

代 理 し て 、Ｚ に 対 し 、甲 土 地 の 明 渡 し 及 びＹ か ら Ｚへ の 所 有 権移 転 登記

の抹 消 を 請求 す る こ とが で き るか 。  

問２  2021 年 ９ 月 １日 に 、Ａ が 、Ｘ を 代 理 し て Ｙに 対 し 甲 土地 の 返 還を

求 め た と ころ 、Ｙ は 言を 左 右 に し て こ れ に応 じ ず、同年 10 月１ 日 に、Ｙ

は 、甲土 地を 3000 万円 で Ｚ に転 売 し 、代金 の 支 払と 引 換 え に甲 土 地 をＺ

に 引 き 渡 し、 Ｙ か ら Ｚへ の 所 有権 移 転 登 記も 経 由 され た 。 こ の場 合 に、

Ａ は 、 Ｘ を代 理 し て 、Ｚ に 対 し、 甲 土 地 の 明 渡 し 及び Ｙ か ら Ｚへ の 所有

権 移 転 登 記の 抹 消 を 請求 す る こと が で き るか 。   



 

 

 

第２ 問  

 

 工 事 業 者Ａ は 、 あ る土 木 工 事の 現 場 に 追加 の 掘 削機 械 が 必 要と な った

ため 、 2020 年 11 月 １日 、 建 設機 械 の 賃 貸・ 販 売 業者 Ｘ か ら 、Ｘ 所 有の

掘 削 機 械 １台 を 、 賃 貸期 間 2021 年 ５月 末ま で 、 賃料 １ か 月 20 万円 の 約

定 で 賃 借 し、 そ の 引 渡し を 受 けた 。 こ の 機械 を 以 下「 甲 」 と いう 。  

 ２ か 月 後、 Ａ は 、 上記 工 事 の一 部 を 別 の工 事 業 者Ｂ に 請 け 負わ せ るこ

とと し た 。これ に 伴 い 、Ａ は 、2021 年 １ 月 20 日 、Ｘ の 承 諾 を得 た 上 で、

Ｂ に 対 し 、甲 を 賃 貸 期間 ４ か 月、 賃 料 21 万 円の 約 定で 賃 貸 した 。  

 Ｂ は 、 甲を 昼 間 は 現場 で 使 用し 、 夜 間 と休 日 は 持ち 帰 っ て Ｂの 駐 車場

で 保 管 し てい た 。 も っと も 、 当該 の 駐 車 場は 、 第 三者 の 立 入 りを 全 面排

除 す る よ うな 構 造 で はな く 、 また 、 Ｂ の 従業 員 に は、 終 業 時 にエ ン ジン

キ ー を 取 り外 さ な い 者が い た 。  

 こ の よ うな 管 理 体 制に つ け 込ん で、窃 盗団 が、2021 年 ２ 月 ７日 の 深 夜、

エ ン ジ ン キー が 差 し 込ま れ た まま の 甲 を 駐車 場 か ら盗 み 出 し た。 こ の 窃

盗 団 は 、 建設 機 械 を 盗ん で 密 輸出 す る 行 為を 繰 り 返し て お り 、甲 は 、現

在 、 日 本 と国 交 の な い某 国 に 所在 し て い る。  

 こ の 間 、中 古 建 設 機械 の 相 場は 、 建 設 工事 需 要 の大 幅 な 増 減と 建 設機

械 の 有 力 メー カ ー の 倒産 を 背 景に 、 大 き く上 下 し てい る 。 甲 と同 じ 機種

で 、 使 用 年数 も 同 程 度で あ る 中古 品 の 相 場価 格 は 、 2020 年 11 月 当 時は

290 万 円 で あっ た が 、次 第に 上 昇 して 2021 年 ２ 月上 旬 には 340 万 円 とな

り、同 年５ 月 下 旬に 最高 380 万円 ま で 達 した 後 、下 落 に 転じ て、同年 11

月 現 在 は 350 万 円 と なっ て い る。  

 

Ｘは 、 Ａ とＢ の そ れ ぞれ に 対 して 、 甲 そ れ自 体 の 価値 に つ き 、債 務不

履 行 に よ る損 害 賠 償 を請 求 し たい と 考 え てい る 。 Ｘの 請 求 の 当否 お よび

賠 償 額 に つい て 検 討 しな さ い 。  


